
 

開示対象個人情報に関する諸手続きフロー 

 

開示に関する相談及び要求／

請求内容の特定 

… 開示及び利用目的の通知に関する請求する内容（保有個人情報の種類）を決め

てください。 

▽ 
  

開示等請求書の提出 … 別紙の「開示等請求書」に必要事項を記入し、開示等手数料（利用目的の通知

及び開示の場合）、ご本人が確認できる書類と共に、“個人情報に関する窓口”

に提出してください。提出方法は郵送のみとさせていただきます。 

開示等手数料の納付  開示等の請求手数料として、利用目的の通知及び開示の場合は、保有個人情

報が記録された法人文書１件につき1,080円(消費税込み)が必要です。 

▽ 
  

開示等請求書の内容確認及び

補正 

 開示対象個人情報ではない場合、また個人情報保護法第25条第1項に基づい

て開示及び利用目的の通知の請求にお答えできない場合があります。また開示

等請求書の記載内容に不備等があった場合には、再提出が必要となります。 

▽ 
  

開示等の決定 

不服の申し立て 

 開示等の請求にお答えできない場合には理由を通知いたします。開示等の決定

に不服がある場合は、“個人情報に関する窓口”へご連絡ください。 

▽ 
  

開示等の実施  開示の場合は、書面によって開示させていただきます。（その他の方法をご希望

の場合は個別に対応いたします。） 

▽ 
  

訂正等及び利用停止等の請求  以下の場合には、別紙の「開示等請求書」に必要事項を記入し、“個人情報に関

する窓口”に提出してください。提出方法は郵送のみとさせていただきます。 

 開示した保有個人情報の内容が事実でないとき 

 開示した保有個人情報の内容が適法に取得されたものでないとき 

 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき 

 利用目的以外の目的に利用又は提供されているとき 

▽ 
  

訂正等及び利用停止等の請求

内容に対する検討 

 以下の場合には、個人情報保護法第25条第1項に基づいて、利用停止等（利用

の停止、消去又は第三者への提供の停止）の請求にお答えできない場合があり

ます。 

 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあ

る場合 

 弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

 法令に違反することとなる場合 

▽ 
  

訂正等及び利用停止等の決定 

不服の申し立て 

 訂正等及び利用停止等の処置を決定した場合は、その旨及びその内容を速や

かに通知いたします。また上記項目に該当し、利用停止等が行われない場合が

ありますが、その決定に不服がある場合は、“個人情報に関する窓口”へご連絡く

ださい。 

 


